
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

先
週
号
既
報
の
通
り
、
守
山
市
議
会
「
議
会
基
本
条
例
」
素
案
が
公
表
さ
れ
ま
し
た
。
日
本
共
産
党

は
８
月
２７
日
、
素
案
に
関
す
る
意
見
を
ま
と
め
、
議
長
に
提
出
し
ま
し
た
。 

「
守
山
市
議
会
だ
よ
り
」
８
月

１
日
付
で
、「
守
山
市
議
会
基
本
条

例
」
素
案
が
公
表
さ
れ
ま
し
た
。

平
成
２１
年
９
月
議
会
に
お
い
て
、

設
置
さ
れ
た
「
議
会
基
本
条
例
制

定
特
別
委
員
会
」
で
策
定
さ
れ
た

素
案
を
「
中
間
報
告
」
と
し
て
、

市
民
に
広
く
知
ら
せ
て
、
意
見
を

求
め
る
、
と
い
う
姿
勢
は
評
価
で

き
る
も
の
で
す
。 

 

こ
の
「
議
会
だ
よ
り
」
を
ご
覧

に
な
っ
た
市
民
の
方
か
ら
、
私
ど

も
に
意
見
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま

す
。
そ
れ
は
、
い
ま
地
方
自
治
体

の
役
割
、
特
に
議
会
と
議
員
の
あ

り
方
が
社
会
的
に
も
大
き
く
問
わ

れ
て
い
る
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。 

深
刻
な
経
済
危
機
の
も
と
で
、

雇
用
不
安
が
広
が
り
、
社
会
的
な

「
貧
困
」
は
拡
大
さ
れ
る
一
方
で

す
。
社
会
不
安
が
自
殺
や
児
童
虐

待
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
件
を
引

き
起
こ
し
て
い
ま
す
。「
今
の
政
治

を
変
え
て
ほ
し
い
…
」
と
い
う
世

論
の
広
が
り
の
な
か
で
、「
議
会
は

市
民
の
期
待
に
応
え
て
い
る
の

か
」
と
の
き
び
し
い
声
も
寄
せ
ら

れ
て
い
ま
す
。「
市
民
の
代
表
と
し

て
活
発
に
論
議
し
て
い
る
の
か
」
、

「
議
会
活
動
を
市
民
に
き
ち
ん
と

知
ら
せ
て
い
る
か
」
な
ど
で
す
。 

私
た
ち
議
員
は
、
こ
の
よ
う
な

市
民
か
ら
の
批
判
を
真
摯
に
受
け

と
め
、
市
議
会
に
対
す
る
市
民
の

要
望
は
何
な
の
か
、
い
ま
の
議
会

の
ど
こ
に
問
題
や
課
題
が
あ
る
の

か
、
市
民
参
加
と
情
報
公
開
、
議

会
の
活
性
化
と
い
う
視
点
か
ら
見

て
、
議
会
と
議
員
の
あ
り
方
を
「
条

例
」
に
ど
う
位
置
づ
け
る
の
か
、

と
い
う
議
論
が
一
番
大
事
で
あ

り
、「
条
例
」
制
定
が
ゴ
ー
ル
で
は

な
く
、
制
定
の
過
程
で
も
、
制
定

後
で
も
、
そ
の
主
旨
に
沿
っ
て
、

「
議
会
基
本
条
例
」
の
主
旨
を
実

践
す
る
こ
と
が
大
事
で
す
。 

全
国
的
に
は
、
現
時
点
で
１
１

８
の
議
会
で
「
基
本
条
例
」
が
制

定
さ
れ
た
、
と
聞
き
お
よ
ん
で
い

ま
す
。 

 

守
山
市
議
会
で
も
、
特
別
委
員

会
で
検
討
さ
れ
た
「
素
案
」
が
公

表
さ
れ
ま
し
た
が
、
内
容
の
点
で

も
、
条
例
制
定
過
程
に
お
け
る
議

員
全
員
の
意
見
反
映
と
議
論
と
い

う
点
で
も
、
不
充
分
と
、
率
直
に

い
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

 

い
う
ま
で
も
な
く
、
地
方
自
治

体
の
第
一
の
責
務
は
、
住
民
の
福

祉
や
暮
ら
し
、
教
育
を
守
り
、
安

全
・
安
心
の
ま
ち
づ
く
り
で
す
。

二
元
代
表
制
の
も
と
で
、
特
に
、

議
員
の
大
事
な
仕
事
は
、
市
政
の

チ
ェ
ッ
ク
役
と
住
民
の
要
求
実
現

の
た
め
に
市
政
と
市
民
を
結
ぶ
パ

イ
プ
役
で
す
。
で
す
か
ら
議
員
が

議
会
の
場
で
、
民
主
的
に
自
由
に

意
見
を
述
べ
合
い
、
最
後
は
多
数

決
で
決
め
る
と
い
う
の
が
議
会
本

来
の
あ
り
方
で
す
。
同
時
に
そ
れ

ら
の
審
議
過
程
は
、
市
民
に
対
し

て
公
開
が
原
則
で
す
。 

で
す
か
ら
「
議
会
基
本
条
例
」

制
定
に
あ
た
っ
て
は
、
議
会
全
員

協
議
会
で
充
分
、
議
論
を
尽
く
す

必
要
が
あ
り
ま
す
。 

 

そ
こ
で
、
素
案
を
補
強
す
る
視

点
か
ら
、
変
更
す
べ
き
点
、
追
加

す
べ
き
点
を
指
摘
し
ま
す
。
是
非
、

議
員
全
員
の
意
見
反
映
と
議
論
が

保
障
さ
れ
、
生
き
た
議
会
基
本
条

例
制
定
へ
と
前
進
が
は
か
ら
れ
る

よ
う
に
求
め
る
も
の
で
す
。 

 

守山市議会の「議会基本条例」素案 
（目的）               

第１条 この条例は、二元代表制の下での、合議制の機関で

ある議会の役割を明らかにし、もって守山市の豊かな市民生活

の実現と市勢の発展に資することを目的とする。 
（議員の活動原則） 

第３条 １、議員は、市民から公職に選出されたものとして、

市政の課題全般を把握し、市民の全体の利益を見据え、市民の

意見を市政に適切に反映させることを使命とする。２、議員は

その使命を果たすため、不断の研さんに努め、政策立案能力の

向上を図らなければならない。３、議員はその活動を行うに当

たり、会派を結成することが出来る。 
（市民の参画） 

第４条 １、市議会は、守山市情報公開条例に基づき、情報

を公開しなければならない。２、市議会は、本会議および常任

委員会を原則として公開する。３、市議会は、市民に対する説

明責任を果たすことに留意するとともに、市民との意見交換に

努めなければならない。 
（市長等執行機関との関係） 

第 5 条 市議会は、その権能を踏まえ、その使命を果たすた

め、市長その他の執行機関との適切な緊張ある関係を保持する

ものとする。 
（広報公聴活動） 

第１２条 １、市議会は、市政に係る重要な情報を議会独自

の視点から、常に市民に対して公表するとともに、市民からの

意見、要望を取り上げ、その内容および対策について市民に周

知するよう努める。２、市議会は、情報技術の発達をふまえた

多様な広報手段を活用することにより、多くの市民が議会と市

政に関心をもつよう議会広報活動に努める。 
 

日本共産党の具体的提案 

（目的）変更 

第１条 この条例は、地方自治の本旨にもとづき、議会

に関する基本的事項を定めることにより、二元代表制の下

での合議制の機関である議会の役割を明らかにするととも

に、市民に開かれた議会活動をつくりあげ、市民福祉の増

進に寄与することを目的とする。 
 

（議員の活動原則）追加 

第３条 議員は、議会が言論の府であること、および、

合議制の機関であることを十分に認識し、議員相互の自由

な討議を尊重するものとする。 
 

（市民の参画）追加 

第４条 市議会は原則全ての委員会、本会議を公開し、

委員会においては委員長の許可を得て傍聴者の発言も認め

るものとする。参考人制度、公聴会制度を活用して、市民

の専門的または政策的識見を、議会の討議に反映させるよ

う務めるものとする。請願、陳情を市民による政策提言と

位置づけ、その審議においては、提案者の意見を聴く機会

を設けなければならない。 
 

（市長等執行機関の関係）追加 
 第５条 議員は、議会の代表質問および一般質問の質疑

際し、広く市政の論点及び争点を明確にするため、一問一

答の方式を選択することができる。 
 

 （広報公聴活動）追加 

 第１２条 市議会は、議会全体または議員個人、会派と

して、議会報告会、研修報告を行うものとする。 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

県
企
業
庁
が
運
営
し
て
い
る
南

部
上
水
・
東
南
部
上
水
（
中
部
）
、

東
南
部
（
甲
賀
）
の
三
事
業
が
来

年
度
か
ら
事
業
統
合
さ
れ
る
方
向

で
す
。
こ
の
た
め
関
係
市
町
の
日

現行 改定案
基本料金の料率 1,319 1270
使用料金の料率 27 27

85 83

現行 改定案
基本料金の料率 1,547 1315
使用料金の料率 27 27

95 85

現行 改定案
基本料金の料率 1,795 1679
使用料金の料率 36 27

115 100責任水量1㎥あたり単価

県用水統合による料金改定案　改定は来年４月　単位は円

1㎥／月

1㎥

責任水量1㎥あたり単価

東南部上水道供給事業（甲賀地区）
1㎥／月

1㎥

南部上水道供給事業

責任水量1㎥あたり単価

1㎥／月

1㎥

東南部上水道供給事業（中部地区）

本
共
産
党
議
員
が
２４
日
揃
っ
て

県
庁
を
訪
れ
、
事
業
統
合
の
概
要
、

料
金
改
定
案
と
課
題
に
つ
い
て
聞

き
取
り
を
行
い
ま
し
た
（
写
真
）。

 

県
は
す
で
に
事
業
統
合
を
前
提

に
国
庫
補
助
を
受
け
施
設
整
備
を

行
っ
て
い
ま
す
が
、
料
金
改
定
に

つ
い
て
は
上
記
の
よ
う
に
来
年
４

月
か
ら
維
持
管
理
に
か
か
る
使
用

料
金
は
統
一
料
金
と
な
り
、
南
部

に
つ
い
て
も
１
㎥
あ
た
り
２
円
減

に
。
ま
た
資
本
費
に
か
か
る
基
本

料
金
に
つ
い
て
は
２８
年
度
か
ら

統
一
す
る
考
え
で
す
。
課
題
と
し

て
は
、
老
朽
管
の
更
新
（
概
算
事

業
費
４
０
０
億
円
）
、
吉
川
浄
水
場

の
液
状
化
対
策
（
同
４
０
億
円
）

が
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
湖
南
水

道
広
域
圏
に
か
か
る
水
道
整
備
計

画
が
９
月
議
会
に
提
案
さ
れ
ま

す
。 

  

 平成２１年度一般会計など決算審議を中心とした９月定

例議会が３日から開会します。３日は、本会議が開かれ、議

案が上程されます。 議案質疑と一般質問は、15 日 16 日…。

 
      3 日  本会議・議案提案／全員協議会 
     15 日 本会議・一般質問 

16 日 本会議・一般質問 
     17 日 決算特別委員会（水道会計、病院会計） 
     21 日 総務常任委員会 
     22 日 文教福祉常任委員会 
     24 日 環境生活都市経済常任委員会 
     28 日 本会議・議案採決／全員協議会 
 

閉会中 10 月に決算特別委員会開催 
 

 

９
月
議
会
開
会
に
先
立
っ
て

３０
日
開
か
れ
た
「
議
会
基
本
条

例
策
定
特
別
委
員
会
」
は
、
示
さ

れ
て
い
る
「
基
本
条
例
素
案
」
に

対
す
る
各
会
派
か
ら
意
見
に
つ

い
て
、
審
議
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の

日
提
出
さ
れ
た
意
見
は
、
日
本
共

産
党
か
ら
の
み
（
提
出
し
た
意
見

は
裏
面
に
）
。
小
牧
議
員
は
審
議

を
傍
聴
し
ま
し
た
。 

 

し
か
し
、
残
念
な
こ
と
に
、
委

員
会
で
の
審
議
で
取
り
上
げ
ら

れ
た
の
は
、
小
牧
議
員
が
提
案
し

た
意
見
の
う
ち
「
地
方
自
治
の
本

旨
に
基
づ
き
」
と
い
う
文
言
を

だ
け
認
め
た
も
の
の
、
他
は
認

め
ず
「
素
案
の
通
り
」
と
い
う

結
論
で
し
た
。
理
由
は
「
同
じ

文
言
が
、
他
の
項
目
に
書
か
れ

て
い
る
」「
も
と
も
と
、
こ
の
基

本
条
例
に
は
、
議
会
運
営
に
関

わ
る
こ
と
は
、
盛
り
込
ま
な
い
、

と
い
う
の
が
最
初
の
合
意
」
「
議

会
運
営
に
関
わ
る
こ
と
は
、
議
会

運
営
委
員
会
で
決
め
れ
ば
よ
い
」

「
指
摘
さ
れ
て
い
る
内
容
は
、
地

方
自
治
法
に
書
か
れ
て
い
る
。
い

ち
い
ち
書
き
上
げ
て
い
て
は
キ

リ
が
な
い
」
と
い
う
内
容
で
し

た
。 

 

そ
も
そ
も
「
条
例
」
を
制
定
す

る
意
義
は
何
か
、
ち
ょ
っ
と
首

を
傾
げ
ざ
る
を
え
な
い
審
議
内

容
で
し
た
。
な
に
よ
り
も
大
事

に
す
べ
き
は
、
制
定
過
程
の
な

か
で
、
議
員
が
自
由
な
意
見
交

換
を
行
い
、
「
地
方
自
治
の
本

旨
」
に
も
と
づ
き
、
守
山
市
は

ど
う
あ
る
べ
き
か
、
議
会
と
議

員
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
。
「
条

例
」
を
つ
く
れ
ば
い
い
、
と
い

う
の
で
は
な
く
、
そ
の
こ
と
を

通
じ
て
、
議
会
が
活
性
化
す
る

こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

全
員
協
議
会
で
は
、
前
向
き
な

議
論
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 
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